
★ 
介
護
保
険
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
五
十
六
号
）
（
介
護
保
険
課
） 

一 
改
正
の
要
旨 

 
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
適
合
高
齢
者
専
用
賃
貸
住
宅
の

届
出
に
係
る
規
定
に
つ
い
て
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

二 

施
行
期
日 

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
八
日 


